
令和８年４月　 

　保護者の皆様へ 

 

 

 

富山市教育委員会　 

　この度、昨今の食材費の高騰が続く中においても、児童生徒に必要な栄養量の確保

を踏まえた学校給食の質を維持できるよう、令和８年４月から学校給食費を次のとお

り改定させていただきます。 

　保護者の皆様に負担していただく金額につきましては、国の交付金を活用して、給

食費の一部を市が負担することにより下記のとおりとなります。 

　今後も、安全でおいしい給食の提供に努めてまいりますので、ご理解を賜りますよ

うお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区分 Ｒ７設定額 Ｒ８改定額 差額

 中学校 

義務教育学校後期課程
月額 7,300 円 月額 8,300 円 + 1,000 円

 
幼稚園 月額 5,150 円 月額 6,000 円 + 850 円

学校給食費改定のお知らせ

【問合せ先】　富山市教育委員会　学校保健課給食係　電話　076-443-2017

※公費による給食費全額の補助制度をすでに受けておられる方は、本事業の対象になりません。

4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2・3月

公費負担分 保護者負担分

調整額

Ｒ８改定額

保護者負担額

改定額(月額)から公費負担分を毎月減額します。 

（中学校・義務教育学校後期課程　1,500 円／月） 

（幼稚園　1,200 円／月）

中学校・義務教育学校後期過程の集金額 6,800 円／月 

幼稚園の集金額　4,800 円／月


